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御田扇祭りについて（岡崎市HPより一部抜粋）

【名称】
正式には、「皇大神宮御田扇祭」

？御田扇祭りの由来は？、？なぜ扇なの？
→田扇（たおうぎ）伊勢神宮神の神田のある三重県伊勢市楠部町で５月１７日に行われる

御田植祭に用いる扇。これで田をあおぐ動作をすれば害虫にわずらわされることがなく、

（また産婦が向かい合っている柱にこれをかけて安産のまじないとする。） ＊日本国語大辞典より

【祭典】
７月の日曜日 ［令和５年７月１６日（日）］

こうたいじんぐうおたおうぎまつり



御田扇祭りについて（岡崎市HPより）

【歴史】
・江戸時代、岡崎藩の農民支配制度である手永制度のもと藩領である

手永内で行われた祭礼。

・史料によれば宝暦6（1756）年にはその存在が認められます。江戸中期。

・明和6（1769）年以降の後本多家藩主時代には6つの手永ごとに行われていた。

・現在、渡御行列を継承するのは、堤通手永と山方手永のみです。



御田扇祭りについて
（岡崎市HPより）

【堤通手永御田扇祭り保存会】

• 岡崎市：中之郷町、上青野町、高橋町、上合歓木町、

下合歓木町、安藤町、福桶町、下三ツ木町、上三ツ木町、

下青野町、在家町、土井町、牧御堂町、法性寺町、宮地

町、赤渋町

（※ただし、上合歓木町、下合歓木町は合歓木町内にある通
称町であり、行政上の町ではありません。）

• 西尾市：高落町、新村町、西浅井町、東浅井町

悠紀の里 民俗資料館内写真

※全２０町

【４町】

【１６町】

※堤通手永は、緑の番号 →
山方手永は、朱色の番号



堤通手永御田扇祭りについて（岡崎市HPより）

【渡御行列】

・神輿（みこし）を中心に、大団扇、花笠等の造り物で構成。

・一年ごとに手永内のマチからマチへと巡回。

・五穀豊穣、町内安全、天下和順（てんげわじゅん）などを願う。

・後本多家時代の順村を基本に、手永内２０箇所で巡回が行わている。

・巡行は1年に1箇所、隣のマチへ移動してきます。

・今年、令和５年の堤通手永は、下三ツ木町から上三ツ木町へ巡行され

ました。

とぎょうれつ



堤通手永御田扇祭りについて
とぎょうれつもしきず

【渡御行列模式図】

合計 約１７０名

【渡御行列配置】



堤通手永御田扇祭りについて（文 化 財 指 定 調 書より）

【花傘３基】
はながさ

【御神輿】
おみこし

【御神輿台】
みこしだい

【御榊桶・榊台】
さかきおけ・さかきだい

【大幟１本】
おおのぼり

【梵天１対・高張提灯１対】

ぼんてん たかばりちょうちん

【小幟２０本】
このぼり

【大団扇大小１対】
おおうちわ

※各町の小幟



堤通手永御田扇祭りについて（文 化 財 指 定 調 書より）

【御田扇神宮品目録】 【御田扇御神酒料積立簿】①

【御田扇御神酒料積立簿】② 【賽銭箱】



堤通手永御田扇祭りについて
もくろく

【目録】

昭和２６年の目録 令和５年の目録



今年（R5)の堤通手永御田扇祭り 令和５年案内チラシ



今年（R5)の堤通手永御田扇祭り

＜令和５年の申し送り状＞ ＜令和４年の申し送り状＞

【申し送り状】



今年（R5)の堤通手永御田扇祭り

＜令和５年協議 確認事項＞ ＜令和４年協議 確認事項＞

【協議 確認事項】



今年の堤通手永御田扇祭りを
やってみて①

◆２０年前と今年の違い

• そもそも２０年前のお祭りを知っている方が少ない。

• ２０年前とお祭り（やること）は同じだが、準備す

る人は全く変わっている。

• お婆さんの言葉「御田扇祭りを４回経験すると長生

きする」 ※７，２７，４７，６７歳の４回経験

• お祭りには１７０名以上の方の参加が必要。今年は

約２００名。

• 全町民の参加協力が無ければ開催できない。家族総

出。

• コロナ特有の事情もあった。



【花傘】
はながさ

今年の堤通手永御田扇祭りをやってみて②

◆町民のつながりが強くなった

• 小幟は、自町のものは開催時に新調する（ならわし）。

• 花傘は、毎年３基の内１基を創作（新調）。

-花傘飾りは布で野菜や果物を作成。

-女性部の方が作成を担当。

-年々飾る数が増えている。今年は約1,200個。

-３月から作成開始。

• 女性部の集まりに御田扇のビデオを流してお祭りへの参加

意識を高め、つながりを強くしていった。

• 花傘飾りはお守り（祈祷）。お祭りへの参加意識を高める

ために、前年度に抽選会を開いて花傘飾りを配布した。

• 参加意識が高まり踊りもできた。



今年の堤通手永御田扇祭りをやってみて③

◆お祭りの継承

• 申送り書や協議確認事項を３町で確認するため、

３年前からお祭りに携わるシステムになっている。

• 記録資料（写真を更新）を作り、町の方に配布。

• コロナの影響で、中止・縮小されていたもの、

例えば踊りを復活させた。

◆今の時代に合わせた工夫

• おもてなしは、昔はおでんを作って振る舞った。 今年は

キッチンカーを依頼。

• レンタルの利用。テントをレンタルして業者が設置するこ

とで、町民の労働力と時間の負担を軽減。


